
京田辺市告示第１０号

京田辺市災害時協力事業所登録要綱

（目的）

第１条 この告示は、災害時において地域住民及び行政機関に協力し、地域貢

献を行う意思を有する京田辺市内に所在する事業所、店舗等（以下「事業所

等」という。）を事前に登録することにより、被災者の迅速な救出、救護等

の災害対策及び被災地の速やかな復興を目的とする。

（協力内容）

第２条 登録された事業所等（以下「協力事業所」という。）は、災害時にお

いて、自らの判断により、被災者又は被災地に対し、次の各号いずれかの協

力活動を可能な範囲で行うものとする。

（１） 労務及び技術の提供

（２） 食料品、飲料水、日用品等物資の提供

（３） 駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放

（４） 資機材等の提供

（５） その他災害対策に必要な協力及び支援

２ 市長は、被災者又は被災地に対して支援が必要と認められる場合は、協力

事業所に協力を要請することができる。

（登録手続等）

第３条 登録を希望する事業所等は、前条に規定する協力内容を定めて、京田

辺市災害時協力事業所登録申請書（別記様式第１号）により、市長に申請す

るものとする。また、登録内容に変更が生じた時も同様とする。

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、登録

することが適当であると認めたときは、申請者に対して登録ステッカー（別

記様式第２号。以下「ステッカー」という。）を交付するものとする。

３ 前項の規定により交付されたステッカーの扱いは、次によるものとする。

（１） 協力事業所は、交付されたステッカーを事業所等の見やすい箇所に

付するものとする。



（２） 協力事業所は、交付されたステッカーを他人に貸与し、又は譲渡し

てはならない。

（３） 協力事業所は、交付されたステッカーが汚損し、又は毀損した場合

は速やかにその旨を連絡し、再交付を受けるものとする。

４ 市長は、登録を希望する事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは

、登録の申請を受理しないものとし、申請者にその旨を通知するものとする

。

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）に規定する暴力団等

（２） 前号に掲げるもののほか、登録申請を受理することが適当でないと

市長が判断する事業所等

（登録期間）

第４条 協力事業所の登録期間は、ステッカー交付時からとする。

２ 協力事業所の登録を辞退する場合は、辞退届（別記様式第３号）を市長に

提出しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、京田辺市内に事業所等が存在しなくなったとき

は、協力事業所の登録を辞退したものとみなす。

（協力事業所の公表）

第５条 市長は、協力事業所の名称及び所在地を公表することができる。

（登録の取消し）

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、協力事業所の登録を

取り消すことができる。

（１） 協力事業所を第三者に譲渡し、又は売買し、引き続き協力の意思が

確認できない場合

（２） 法令等に違反した場合

（３） その他事業所等を登録しておくことが適当でないと市長が判断した

場合

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なくその旨を当

該協力事業所へ通知するものとする。

（実施報告）



第７条 協力事業所は、協力活動を実施した場合は、災害時協力活動実施報告

書（別記様式第４号）を市長に提出するものとする。

（協力事業所の責務）

第８条 協力事業所は、協力活動に関する一切の責任を負うものとし、従業員

又は第三者に事故又は損害が生じた場合は、協力事業所の責任及び負担にお

いて解決しなければならない。

（費用負担）

第９条 協力事業所が実施する協力にかかる一切の経費については、協力事業

所の負担とする。また、提供する自らの資機材等の物件等についても同様と

する。

（秘密の保持）

第１０条 協力事業所は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らして

はならない。登録を辞退した後も同様とする。

（委任）

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成２５年 月 日から施行する。



別記

様式第１号（第３条関係）

（表）

京田辺市災害時協力事業所登録申請書（新規・変更）

（あて先）京田辺市長

年 月 日

事業所又は団

体名称

フリガナ

所在地又は活

動拠点

〒

代表者職名及

び氏名

フリガナ

職名 氏名 ○印

電話番号 ＦＡＸ番号

Ｅ－ＭＡＩＬ

ＵＲＬ

担当部署及び

担当者

部署名 担当者名 フリガナ

市ホームペー

ジでの公表

ア 希望する

イ 希望しない



（裏）

協力場所
ア 市内全域 イ 地元自治会に限る（自治会名： ）

ウ その他（ ）

協力内容

項目 内容 ○印
人数・

数量等
備考（条件等）

１ 労務及び技術の提

供
ボランティア従事

２ 食料品、飲料水、

日用品等の提供

調理が不要な食品

調理が必要な食品

医薬品

衛生・介護等用品

家庭電化製品

寝具・衣類日常品雑貨等

その他

３ 駐車場、倉庫、客

室、オープンスペー

ス等の施設の開放

宿泊できる施設・アパー

ト等

ホール・倉庫等

駐車場

空き地等

その他

４ 資機材等の提供

トラック

ショベルカー

レッカー

フォークリフト

高所作業車

溶接機

ジャッキ・クレーン

発電機

照明装置

仮設住宅

仮設トイレ

仮設風呂

その他

５ その他災害対策に

必要な協力及び支援

（項目以外の内容は

空欄にご記入くださ

い。）

バス

タクシー



様式第２号（第３条関係）

備考 大きさは８センチメートル四方とし、材質はプラスチック版で、版の

色は緑色、文字及び市章は黒色とする。

災害時協力事業所

京田辺市



様式第３号（第４条関係）

年 月 日

（あて先）京田辺市長

所在地

事業所等名称

代表者氏名 ○印

電話番号

辞退届

京田辺市災害時協力事業所の登録を辞退しますので、ステッカーを添えて届

け出ます。

１ 辞退する事業所等

〒 －

所在地

名称

２ 登録した年月日

年 月 日

３ 辞退する年月日

年 月 日

４ 登録を辞退する理由



様式第４号（第７条関係）

年 月 日

（あて先）京田辺市長

報告者 所在地

事業所等名称

代表者氏名 ○印

電話番号

災害時協力活動実施報告書

京田辺市災害時協力事業所登録要綱第７条の規定により、次のとおり協力活

動を実施いたしましたので報告します。

協力事業所 名称

所在地

活動内容


